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（１５）加古川②（漁業権者の同意が必要） 

操業区域：次の点Ａ及びＢを結んだ線から国道 250号（明姫幹線）上流潮止堰堤（古新堰堤）

までの加古川 

Ａ 高砂市高砂町向島公園東護岸南角の防波堤（導流堤）基部(北緯 34 度 44 分 4.3 秒、東

経 134度 48分 15.5秒） 

Ｂ 泊川最下流の橋梁の中心点を通る同橋梁に平行にひいた線と加古川左岸との交点(北緯

34度 44分 5.9秒、東経 134度 48分 40.2秒） 

（注）緯度経度は秒の単位を端数処理により小数第１位までとしているため参考値 

 

【参考】グーグルマップ リンク（点Ａ、Ｂ） 

 

 

（注）赤線：操業区域下流端（点Ａ及びＢを結んだ線）  

（ア）下流端拡大図 

（ア） 

（イ） 操業区域図 

https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B044'04.3%22N+134%C2%B048'15.5%22E
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B044'05.9%22N+134%C2%B048'40.2%22E
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（注）赤線：操業区域上流端（国道 250号（明姫幹線）上流潮止堰堤（古新堰堤）） 

（イ）上流端拡大図 


